
評価基準表【次期システム機器更改に係る構築及び賃貸借・保守（政府共通PF）】

大
項目

中
項目

細項目 基礎点 加点

1

1 必須
調達仕様書を踏まえた、本調達の位置付けと目的が記述されていること。

10 -

2 任意
本業務担当業者としての役割・取組方針について、類似する作業での実績
等経験を踏まえた上で、適切に記述されていること。 - 20

2
2.1

2.1.1 業務の内容

3 必須
調達仕様書に記載する要件定義の作成に当たっての実施方針、作業内容
及び作業手順が記述されていること。 10 -

4 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 100

5 必須
調達仕様書に記載する設計・構築実施計画書及び運用・保守計画書等の
作成に当たっての実施方針、作業内容及び作業手順が記述されているこ
と。

10 -

6 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 100

7 必須
調達仕様書に記載する設計に当たっての実施方針、作業内容及び作業手
順が記述されていること。 10 -

8 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 100

9 必須
調達仕様書に記載する構築に当たっての実施方針、作業内容及び作業手
順が記述されていること。 10 -

10 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 150

11 必須
調達仕様書に記載するテスト業務に当たっての実施方針、作業内容及び作
業手順が記述されていること。 10 -

12 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 100

13 必須
調達仕様書に記載するデータ移行に当たっての実施方針、作業内容及び作
業手順が記述されていること。 10 -

14 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 150

15 必須
調達仕様書に記載する運用要件に当たっての実施方針、作業内容及び作
業手順が記述されていること。 10 -

16 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 100

17 必須
調達仕様書に記載する保守要件に当たっての実施方針、作業内容及び作
業手順が記述されていること。 10 -

18 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 100

19 必須
調達仕様書に記載する引継ぎ要件に当たっての実施方針、作業内容及び
作業手順が記述されていること。 10 -

20 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 100

2.2
2.2.1 業務実施体制

21 必須
調達仕様書に記載する本業務の作業の実施体制が記述されていること。

10 -

22 任意
本業務担当業者としての役割を踏まえた、実現性の高い有効な提案が記述
されていること。 - 100

2.2.2 業務要員に求める資格等の要件

23 必須
調達仕様書に記載する全体管理責任者に必要な要件について、配置を予
定する者が要件を満たす者であることが記述されていること 10 -

24 任意
本業務担当業者としての役割を踏まえた、有効な提案が記述されているこ
と。 - 100

25 必須
調達仕様書に記載する担当責任者の要件について、配置を予定する者が
要件を満たす者であることが記述されていること。 10 -

26 任意
本業務担当業者としての役割を踏まえた、有効な提案が記述されているこ
と。 - 100

27 必須
調達仕様書に記載する責任者の変更に当たっての実施方針、作業内容及
び作業手順が記述されていること。 10 -

28 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 40

2.2.3 業務の管理に関する要領

29 必須
調達仕様書に記載する情報セキュリティ対策に当たっての実施方針、作業
内容及び作業手順が記述されていること。 10 -

30 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 80

(1)

運用要件に当たっての実施方針、
作業内容及び作業手順並びに留
意点とその解決方法

(9) 引継ぎ要件 引継ぎ要件に当たっての実施方
針、作業内容及び作業手順並びに
留意点とその解決方法

(8) 保守要件 保守要件に当たっての実施方針、
作業内容及び作業手順並びに留
意点とその解決方法

(3) 設計 設計に当たっての実施方針、作業
内容及び作業手順並びに留意点と
その解決方法

(1) 業務実施体制

(2) 担当責任者に必要な要件 担当責任者の資格要件の充足性

(1) 全体管理責任者に必要な
要件

提案要求項目

要件定義の策定に当たっての実施
方針、作業内容及び作業手順並び
に留意点とその解決方法

データ移行に当たっての実施方
針、作業内容及び作業手順並びに
留意点とその解決方法

本業務の実施に当たって必要とな
る実施体制

業務の実施体制・方法に関する事項

(2)

(1)

業務内容

(7) 運用要件

情報セキュリティ対策に当たっての
実施方針、作業内容及び作業手
順並びに留意点とその解決方法

評価
区分

技術点
番号

(6)

設計・構築実施計画書及び運用・
保守計画書等の作成に当たっての
実施方針、作業内容及び作業手
順並びに留意点とその解決方法

評価の観点小
項目

要件定義

調達内容

データ移行

構築 構築に当たっての実施方針、作業
内容及び作業手順並びに留意点と
その解決方法

(5)

人事・給与システムの概要理解と
その中での本業務担当業者の役
割把握

本業務の位置付けと目的

提案書の目次

本調達の概要

設計・構築実施計画書及び
運用・保守計画書等の作成

(4)

テスト業務 テスト業務に当たっての実施方
針、作業内容及び作業手順並びに
留意点とその解決方法

全体管理者の資格要件の充足性

(3) 責任者の変更 責任者及びその他の要員の変更
に当たっての実施方針、作業内容
及び作業手順並びに留意点とその
解決方法

(1) 情報セキュリティ対策
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評価基準表【次期システム機器更改に係る構築及び賃貸借・保守（政府共通PF）】

大
項目

中
項目

細項目 基礎点 加点
提案要求項目

評価
区分

技術点
番号 評価の観点小

項目

提案書の目次

2.3
2.3.1 機密保持、資料の取扱い

31 必須
調達仕様書に記載する機密保持、資料の取扱いに当たっての実施方針、作
業内容及び作業手順が記述されていること。 10 -

32 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 40

33 必須
調達仕様書に記載する遵守する法令等に当たっての実施方針、作業内容
及び作業手順が記述されていること。 10 -

34 任意

・実施方針、作業内容及び作業手順については、具体的かつ有効な提案が
記述がされていること。
・留意点とその解決方法については、具体的かつ有効な提案が記述されて
いること。

- 40

3

35 必須
調達仕様書に記載する公的な資格や認証等の取得を証明できる書類が添
付されていること。 10 -

36 任意
調達仕様書の認証取得要件の他に、本業務の実施に当たって有効と考えら
れる認証を取得しており、その認証の優位性が記述されていること。 - 40

37 必須
調達仕様書に記載する経験・実績が記述されていること。

10 -

38 任意
本業務の実施に当たり、有効と考えられる経験・実績を有していることが記
載されていること。 - 100

4

39 必須
工数積算の考え方と業務実施期間の工数見積（年度別）が記述されている
こと。 10 -

40 任意

・記述された工数積算の考え方が合理的であること。
・本業務期間の工数見積（年度別）が、提案内容に基づいた適切なものと
なっていること。

- 60

5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標（複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により配点を行う）
1段階目（※1）　20点 41 任意

2段階目（※1）　40点 42 任意

3段階目　60点 43 任意

行動計画（※2）　10点 44 任意

くるみん　20点
45 任意

プラチナくるみん　40点
46 任意

(3) 青少年の雇用の促進等に
関する法律（若者雇用促進
法）に基づく認定

ユースエール認定　40点

47 任意

　　　 （計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。

女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律
（女性活躍推進法）に基づく
認定（えるぼし認定企業）

・労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主
（常時雇用する労働者の数が300人以下のもの）に限る（計画期間が満了し
ていない行動計画を策定している場合のみ）。

(1) 工数見積 工数積算の考え方と本業務実施
期間の工数見積（年度別）

(1)

必要な受注実績並びに本業務実
施に当たって効果が見込まれる受
注実績

受注実績

(1) 機密保持、資料の取扱い 機密保持、資料の取扱いに当たっ
ての実施方針、作業内容及び作業
手順並びに留意点とその解決方法

(2)

工数

(2)
- 60

次世代育成支援対策推進
法（次世代法）に基づく認定
（くるみん認定企業・プラチ
ナくるみん認定企業）

(1)

※1　労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。

※2　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が300人以下のもの）に限る

認証取得

(2)

必要な認証取得並びに本業務実
施に当たって効果が見込まれる認
証の取得

応札条件

遵守する法令等 その他文書、標準への準拠に当
たっての実施方針、作業内容及び
作業手順並びに留意点とその解決
方法

業務の実施に当たっての遵守事項
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